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新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 

各種支 援事業等に ついて 

 
 
 
▪事業内容 

新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の回
復に資するため、プレミアム率が 30％に拡充されたプレ
ミアム商品券が発売されます。 

（発行者：もがみ北部商工会） 
この事業は、「鮭川村商店街活性化対策支援事業補助

金」が活用され、村内での消費意欲を喚起し、広く商工
業の振興と地域の活性化につなげる目的で行われるもの
です。 

 
▪利用可能なお店   

もがみ北部商工会が指定する取扱店 
 

▪発 売 日  令和 2 年１０月１８日（日） 
       午前９時～午後１時 
 
▪発売場所  鮭川村農村交流センター 
 
▪   ３０％（２０％から拡充） 
 
▪販売価格  １冊 １０，０００円 
       （1,000円券×10枚＋500円券×6枚綴り） 
 
▪購入限度  一人５冊まで（家族分で２０冊まで） 
 
▪使用期限 令和２年１０月１９日（月）～ 

 令和３年 ３月 ７日（日） 
 
▪問合せ先  もがみ北部商工会鮭川事務所 
       ☎ 55-2032 
 

※詳細は、9 月広報と一緒に配付したチラシをご確認
ください。 

 
産業振興課林政商工係 55-2111（内線 253） 

 

 

▪事業内容 

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流
行に備え、インフルエンザの重症化リスク回避のため、6
か月児以上の村民全員にインフルエンザ予防接種費用の
一部を助成します。 

 

▪補助対象者 

生後 6 か月以上の村民（但し、今年度の年齢が 16 歳～
64 歳の方については今年度限り） 

 

▪補助金額  

6 か月児～13 歳未満まで ・1回目 3,000 円助成 

 ・2 回目 2,000 円助成 

 13 歳～15 歳まで ・1回 2,500 円助成 

  16 歳～64 歳まで(※今年度限り、佐藤医院のみ) 

 ・1 回 2,000 円助成 

 65 歳以上 ・1回 2,000 円助成 

 （※佐藤医院で接種の場合 2,300 円助成） 

 

・予防接種開始時期や予診票等については、後日作成する
お知らせ・通知等をご覧ください。 

 

※詳細は下記に問い合わせをお願いします。 

 

健康福祉課健康推進係 55-2111（内線 136・137） 

○村  

9 月 9 日時点での情報をもとに作成しています。 

○村  



 

鮭川村新型コロナウイルス感染症各種支援事業等について その４  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▪事業内容 

山形県「県民泊まって元気キャンペーン」の運用見直しに合わせ、以下のとおり見直しを図ります。 
 
▪見直し内容 

その１ 「ＧｏＴｏトラベル」及び「県民泊まって元気キャンペーン」（山形県）との併用が可能に！ 
その２ 東北６県＋新潟県の方が利用可能に！（※これまでは県民限定） 
その３ 利用期間を令和３年１月３１日（日）宿泊分まで延⾧！ 

 
※ 当該見直しは９月１８日宿泊分からの運用となります。 
※ 鮭川村宿泊助成は先着順・数量限定です。 
※ ＧｏＴｏトラベル対象外の宿泊施設もありますのであらかじめご了承ください。 

 
▪利用例 
 
 
 
 
 
 
ＧｏＴｏトラベル等、鮭川村以外の割引制度を併用したい場合は、下記宿泊施設にその旨をお伝えください。 
 
▪宿泊助成対象宿泊施設 

羽根沢温泉                農家民宿及びコテージ 
・加登屋旅館    ☏：0233-55-2525   ・農家民宿まつ乃  ☏：0233-55-2122 
・ホテル紅葉館   ☏：0233-55-2081   ・農家民宿はる風  ☏：0233-55-2342 
・松葉荘      ☏：0233-55-2539   ・鮭川村エコパーク ☏：0233-55-4455 
 

※ 詳細は下記に問い合わせをお願いします。 

鮭川村観光協会（むらづくり推進課内） 
55-2111（内線 283） 

○村  

 
▪事業内容 

新型コロナウイルス感染症予防と経済活動の回復の両立を目的に村内の小規模事業者が新しい生活様式の普及・定着に向
け実施するキャッシュレス決済導入事業に対し、助成金を交付するものです。 

▪補助対象者 
村内の小規模事業者等 

▪助成要件 
７月１日以降にキャッシュレス決済を導入し、店舗等において令和３年３月３１日まで利用環境を継続して提供するこ

と。また、令和３年３月３１日までの利用状況について、村に報告が可能なこと。 

▪助成額 
１事業者 一律３万円 

▪申請受付期間（予定） 
  令和 2 年 9 月 28 日(月)～令和３年 1 月 29 日(金)まで 

※ 詳細は下記に問い合わせをお願いします。 
 

産業振興課林政商工係 55-2111（内線 253） 

 キャッシュレス決済導入 
促進助成事業 ○村  

宿泊プラン料金 

ＧｏＴｏトラベル 

適用後金額 

（旅行金額の 35％割引） 

鮭川村宿泊助成 

適用後金額 

（1/2 上限 5,000 円） 

山形県キャンペーン 

適用後金額 

１０，０００円 ６，５００円 ３，２５０円 １，７５０円 

１０，０００円 ―  ５，０００円 ２，５００円 

６，５００円 ―  ３，２５０円 １，７５０円 

＋ ＋ 


